
八尾市 

 

 

令和 ２ 年 度 

 

市有地売払（一般競争入札） 
 

実  施  要  項 

 

 

入札参加申込みの受付期間（申込み方法：持参申込み） 

令和２年１２月２１日（月）～ 令和３年１月２９日（金） 

（日曜日・土曜日・祝日・令和２年１２月２９日～令和３年 1 月３日までの日を除く。） 

 

入札日：令和３年２月５日（金） 

 

 

   この実施要項の内容をご理解のうえお申込みください。 

 

 

八尾市財政部財産活用課 

  



市有地売払（一般競争入札）の概要 

 

入札の公告 令和 2 年 12 月 18 日（金） 告示 

  

申込用紙 

の配布 

令和 2 年 12 月 21 日（月） ～ 令和 3 年 1 月 29 日（金） 
 

八尾市財政部財産活用課で配布 

（日曜日・土曜日・祝日・令和 2年 12 月 29 日～令和 3 年 1月 3日までの日を除く。） 

八尾市のホームページからもダウンロードできます。 

入札参加 

申込み 

令和 2 年 12 月 21 日（月） ～ 令和 3 年 1 月 29 日（金） 
入札参加希望者は、八尾市指定の一般競争入札参加申込書兼誓約書等に必要事項を記入し押印のうえ、

必要書類を添えて、受付期間内に八尾市財政部財産活用課まで直接ご持参ください。（日曜日・土曜日・

祝日・令和 2 年 12 月 29 日～令和 3 年 1 月 3 日までの日を除く。） 

※郵送・電送による申込みは受付できません。 

  

現地説明会 
令和 3 年 1月 8 日（金） 
 

入札物件の所在地において、物件の概要の説明を行いますので、入札参加希望者は必ずご参加ください。 

なお、本説明会にご参加いただけない場合には、各自で現地確認をしておいてください。 

  

入札・開札 

落札者決定 

令和 3 年 2月 5 日（金） 
8 

入札日、及び入札会場は 8ページに掲載しています。 
※入札締め切り後、直ちに開札し、落札者を決定します。 

  

契約締結 
令和 3 年 2月 12 日（金） ～ 令和 3 年 3 月 8 日（月） 
 

八尾市と落札者との間で売買契約を締結します。(日曜日・土曜日・祝日を除く。) 

  

売買代金 

の支払い 

次の２通りから選択していただくことになります。 
 

１．契約締結時に全額を支払う。 

・入札保証金は売買代金の一部に充当します。 

２．契約締結時に売買代金の 100 分の 10 以上を契約保証金（入札保証金は契約保証金の一部に充当）

として納付し、残金を契約締結後 60 日以内に支払う。 

・契約保証金は売買代金の一部に充当します。残額の支払いが行われなかった場合は、契約保証金はす

べて八尾市に帰属します。 

・所有権は売買代金を完納したときに移転します。 

・土地は現状のまま引き渡します。 

  

所有権の 

移転登記 
登記の手続きは八尾市が行いますが、登記にかかる諸費用（登録免許税等）は落札者の負担となります。 
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○入札物件１ 

物件 

番号 
所 在 地 番 地 目 

面 積 

（㎡） 

最低売却価格 

（円） 
入 札 保 証 金 

物件調書 

ページ 

１ 
安中町九丁目 128 番 1 

安中町九丁目 128 番 10 
宅地 1,499.79 ８９，６９０，０００ ２，６９０，７００円以上 25 

 

 

物件１案内図 

 

 

 

 

メモ 
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○入札物件２ 

物件 

番号 
所 在 地 番 地 目 

面 積 

（㎡） 

最低売却価格 

（円） 
入 札 保 証 金 

物件調書 

ページ 

2 
南久宝寺二丁目 18 番 1 

南久宝寺二丁目 21 番 1 
雑種地 1,285.76 １５８，８００，０００ ４，７６４，０００円以上 27 

 

 

物件２案内図 

 

 

 

メモ 
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○入札参加申込みから契約の締結まで 

 

１ 参 加 申 込 み 

 

１．申込用紙の配布 

 

(1)期 間 令和 2 年 12 月 21 日（月）から令和 3 年 1 月 29 日（金）まで 

（日曜日・土曜日・祝日・令和 2 年 12 月 29 日～令和 3 年 1 月 3 日までの日を除く。） 

(2)時 間 午前 8 時 45 分から午後 5 時 15 分まで（正午～午後 0 時 45 分を除く。） 

(3)場 所 八尾市本町一丁目１番１号 八尾市役所西館４階  

        財政部財産活用課 TEL 072-924-3831（直通） 

 

２．申込資格 

 

(1)市税を滞納していない者。 

(2)八尾市暴力団排除条例（平成２５年八尾市条例第２０号。以下「暴力団排除条

例」という。）第２条第２号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）、又

は同条第３号に規定する暴力団密接関係者（以下「暴力団密接関係者」という。）

に該当しない者。 

(3)会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条第１項の規定による更生手続

開始の申立てをしている者又は同条第２項の規定による更生手続開始の申立てがな

されている者（いずれも同法第４１条第１項の更生手続開始の決定を受けた者を除

く。）でないこと。 

(4)民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条第１項の規定による再生手続

開始決定の申立てをしている者又は同条第２項の規定による再生手続開始の申立て

がなされている者（いずれも同法第３３条第１項の再生手続開始の決定を受けた者

を除く。）でないこと。 

(5)下記の要件に該当しない者。 

①当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産手続開始の決定をうけて復権を得

ない者 

②次のいずれかに該当すると認められ、その事実があった後２年を経過しない者及びその者を

代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者 

 ア．本市との契約の履行にあたり、故意に工事、その他製造の役務を粗雑にし、又は物件の

品質もしくは数量に関して不正の行為をした者 

 イ．本市が実施した競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な

価格の成立を害し、もしくは不正の利益を得るために連合した者 

 ウ．落札者が本市と契約を締結すること又は契約者が本市との契約を履行することを妨げた

者 

 エ．地方自治法(昭和２２年法律第６７号)第２３４条の２第１項の規定により本市が実施し

た監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

 オ．正当な理由なく、本市との契約を履行しなかった者 
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 カ．上記アからオのいずれかに該当する事実があった後２年を経過しない者を契約の締結又

は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

③入札物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業その他こ

れらに類する業の用途に供しようとする者 

④入札物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第２号に規定する暴力団の事務所その他これに類する用途に供しようとする者 

※個人、法人は問いません。 

※２人以上の共有名義で申込むこともできます。なお、この場合は参加者全員がこの

要件を満たしていなければなりません。 

※落札した時は、申込者が購入者となります。 

 

３．申込方法 

 

(1)申込方法は持参のみとなります。郵送及び電送による申込みは受付できません。 

(2)下記５の提出書類を揃えて、受付期間内に申込先に直接ご持参ください。 

 

４．申込書の受付 

 

(1)期 間 令和 2 年 12 月 21 日（月）から令和 3 年 1 月 29 日（金）まで 

（日曜日・土曜日・祝日・令和 2 年 12 月 29 日～令和 3 年 1 月 3 日までの日を除く。） 

(2)時 間 午前 8 時 45 分から午後 5 時 15 分まで（正午～午後 0 時 45 分を除く。） 

(3)場 所 八尾市本町一丁目１番１号 八尾市役所西館４階  

        財政部財産活用課 TEL 072-924-3831（直通） 

 

５．提出書類 

 

(1)提出書類 

①一般競争入札参加申込書兼誓約書 

②誓約書(八尾市暴力団排除条例) 

③同意書 

④一般競争入札参加資格証  

 （事前に必要事項を記入し、押印の上、ご持参ください。） 

(2)印鑑証明書 

(3)住民票抄本（法人は履歴事項全部証明書） 

 

※共有による申込みの場合には、(1)②③及び(2)(3)について全員分が必要です。 

※(2)(3)については、発行後 3 ヶ月以内のものに限ります。 

※申込受付後に、一般競争入札参加資格証をお返しし、入札保証金納付書兼還付請求

書、入札書及び委任状をお渡しします。 
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６．個人情報の提供 

 

(1)申込者が暴力団排除条例に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者に該当しない

ことを確認するため、同条例第４条第２項の規定に基づき、申込者から提出のあっ

た住民票抄本（法人は履歴事項全部証明書）を八尾警察署に提供します。 

(2)申込者の市税納付状況を確認するため、申込者から提出のあった住民票抄本（法

人は履歴事項全部証明書）を納税課に提供します。 

 

２ 物 件 の 現 地 説 明 会 

 

１．日 時  令和 3 年 1 月 8 日（金）（雨天決行） 

 

物件 

番号 
所 在 地 番 現 地 説 明 会 時 間 

１ 
安中町九丁目 128 番 1 

      128 番 10 
午前 9時30分 ～ 午前10時00分 

２ 
南久宝寺二丁目 18 番 1 

        21 番 1 
午前11時00分 ～ 午前11時30分 

 

(1)現地説明会は一回限りですので、参加される方は指定の時間に必ずお越しくださ

い。 

(2)現地において物件の位置や形状をご確認いただきます。 

(3)職員が待機しておりますので、本書をご持参の上、直接現地にお越しください。 

   なお、物件の引渡しは現状有姿にて行いますので、現地説明会に参加されない方

は、必ず各自で事前に現地確認をしておいてください。現地説明会に参加されない

場合であっても、申込者が入札手続及び物件についてすべてを承知した上で入札し

たものとして取り扱います。 

(4)現地に駐車するスペースはありませんので、ご了承ください。 

(5)現地説明会の参加は、入札者１者につき概ね３名以内とします。 

(6)現地及びその周辺での名刺の交換やこれに類する行為は禁止します。 

 

３ 質 疑 応 答 

 

１．入札関連質疑応答 

 

(1)受 付 日 時 令和 3 年 1 月 12 日から令和 3 年 1 月 18 日（月）まで 

           （日曜日・土曜日を除く。） 

(2)受 付 時 間 午前 8 時 45 分～午後 5 時 15 分（正午～午後 0 時 45 分を除く。） 

(3)受付回答場所 八尾市本町一丁目１番１号 八尾市役所西館４階 

           財政部財産活用課  TEL 072-924-3831（直通） 

                     FAX 072-993-5292 

                     E-mail : zaisan@city.yao.osaka.jp 
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(4)回 答 日  令和 3 年 1 月 25 日（月）  

(5)注 意 事 項 

①質疑は、書面（持参・ＦＡＸ・郵送・電子メール）にて提出してください。 

②様式は自由ですが、Ａ４サイズの用紙に、質問者名・所在地・連絡先・担当者名を

明記してください。記載のないものにはお答えできませんのでご了承ください。 

 ※口答での質疑は受付できません。 

③回答は、八尾市ホームページに掲載します。 

 

４ 入 札 保 証 金 

 

１．入札保証金 

 

(1)入札参加申込みをされた方には、入札当日の受付時に、入札保証金を納付してい

ただきます。 

(2)入札保証金は、保証小切手で納付してください。 

   保証小切手は、振出日が令和 3 年 1 月 25 日（月）以降のものに限ります。 

(3)入札保証金の額に満たない保証小切手は受付できません。 

(4)入札者は、入札保証金として、物件１は２，６９０，７００円以上、 

  物件２は４，７６４，０００円以上を納付してください。 

(5)落札者が納付した入札保証金は、売買代金の支払方法（一括または分割）によっ

て、次のとおり取扱いが異なります。 

     [一括納付] 契約締結時に売買代金に充当します。 

     [分割納付] 契約締結時に契約保証金に充当します。 

(6)落札者が期限までに落札物件の売買契約を締結しない場合（落札後、申込資格が

ないことが判明した場合を含む。）は、入札保証金は還付しませんのでご注意くだ

さい。 

(7)落札者以外の方には、入札終了後その場で入札保証金を還付します。なお、還付

する入札保証金には、利息は付しません。 
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２．保証小切手について 

 

   保証小切手は、金融機関が自己を支払人として振り出すもので、個人の振出小切

手は受付できません。（一般には、保証小切手は、金融機関で作成することができ

ます。） 

 

小  切  手             

               大阪 0000     

   ○○銀行○○支店               0000-000        

                                       

 

 金 額 ￥○，○○○，○○○※ 

 

   上記の金額をこの小切手と引き替えに 持参人 殿へお支払い下さい。 

    振出日  令和 3 年 XX 月 XX 日 

    振出地  ○○市 

         ㈱○○銀行○○支店 

           支店長  ○○○○   印 

 

（注）①振出日が令和 3 年１月 25 日（月）以降のものに限ります。 

   ②小切手振出の際には、金融機関所定の手数料が必要です。 

   ③受取人については「持参人払い」としてください。 

   ④小切手については、線引き（二本線の間に「銀行渡り」、または「BANK」の表

示のあるもの）としてください。 

 

５ 入  札 

 

１．入札の日時と場所 

 

(1)日 時  令和 3 年 2 月 5 日（金） 

        ※入札受付時間・入札開始時刻は以下の通りです。 

物件 

番号 
所 在 地 番 入 札 受 付 時 間 入 札 開 始 時 刻 

１ 
安中町九丁目 128 番 1 

      128 番 10 
午前 9時30分 ～ 午前 9時50分 午前10時00分 

２ 
南久宝寺二丁目 18 番 1 

        21 番 1 
午前11時00分 ～ 午前11時20分 午前11時30分 

・会場への入室は各申請者２名までとします。 

・入札当日の受付は、入札開始時刻の 30 分前から行い、入札開始時刻の 10 分前に終了しま

す。 

・入札開始時刻の 10 分前までに受付と入札保証金の納付を済ませていただかないと、入札に

参加することができません。なお、受付後に入札保証金を追加して納付することはできませ

ん。 

・入札開始時刻になりますと、入札会場を閉鎖しますので、入退室は出来ません。 

遅れて来られた方は、入札に参加することができませんので、ご注意ください。 

銀 

 
行 

 
渡 

 
り 

 

見本 
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(2)場 所   

      八尾市本町一丁目１番 1 号 八尾市役所 西館４階 和室 1・和室 2 

 

２．当日に持参していただくもの 

 

(1)一般競争入札参加資格証 

(2)入札書（あらかじめ必要事項を記入し押印のうえご持参ください。） 

(3)入札保証金納付書兼還付請求書（あらかじめ必要事項を記入し押印のうえご持参

ください。） 

(4)入札保証金（保証小切手） 

(5)委任状･･･代理人が入札する場合のみ必要です。法人の代表権限を有しない方（従

業員など）が、その法人の入札を行う場合にも、委任状が必要です。 

(6)印鑑･･･入札者が個人の場合には「実印」、法人の場合には「代表者印」、代理人に

よる入札の場合には「代理人使用印」 

(7)筆記用具（黒又は青の万年筆又はボールペン） 

(8)本書【令和２年度市有地売払（一般競争入札）実施要項】 

 

３．入札に当たっての注意事項 

 

(1)本人が入札する場合は、入札書に入札者の住所及び氏名を記入の上、本人の印鑑

（申込書に押印された印鑑に限る。）を押印してください。代理人が入札する場合

は、入札書に入札者と代理人の住所及び氏名を記入の上、代理人の印鑑（委任状の

「代理人使用印」に限る。）を押印してください。 

(2)入札書への金額の記入には、アラビア数字（０,１,２,３･･･）の字体を使用し、

最初の数字の前に￥マークを付け、当該物件の入札金額を記入してください。 

(3)入札済の入札書は、いかなる理由があっても、書換え、引換え又は撤回をするこ

とができません。 

(4)入札の当日出席されなかった方、入札開始時刻の１０分前までに受付と入札保証

金の納付がお済みでなかった方、又は入札開始時刻に遅刻された方は棄権したもの

とみなします。 

(5)申込みを受けた方であっても、この入札日までの間に入札参加資格を失った方は

入札に参加することができません。 

(6)次のいずれかに該当する入札は無効とします。 

①入札参加資格がない者の入札、又は代理人が委任状を提出せずになされた入札 

②指定した時刻までに提出されなかった入札 

③所定の入札書によらない入札 

④入札保証金の全額を納付していない者の入札 

⑤入札金額が最低売却価格未満の額の入札 

⑥入札者又はその代理人の記名押印がない入札 

⑦一般競争入札参加申込書兼誓約書の申込者印と異なる印鑑を押印した入札 

⑧代理人が入札する場合において、委任状の代理人使用印と異なる印鑑を押印した

入札 
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⑨入札者又はその代理人が１人で同一物件について２通以上の入札をした場合、

その全部の入札 

⑩入札者及びその代理人がそれぞれ同一物件について入札した場合、その双方の

入札 

⑪入札金額、入札者の氏名その他主要部分が識別し難い入札 

⑫訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による入札 

⑬入札に関し、不正な行為を行った者の入札 

⑭郵送及び電送をもってなされた入札 

⑮その他入札に関する条件に違反した入札 

 

４．入札の変更等 

 

(1)入札者が連合し、又は不穏な行動をする等により、入札を公正に執行することが

できないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の

執行を延期もしくは中止することがあります。 

(2)入札の執行に際し、災害その他やむを得ない事由が生じたときは、その執行を延

期、又は中止することがあります。 

※入札の執行を延期し、又は中止する場合には、電話にて別途連絡します。 

 

 

６ 落 札 者 の 決 定 

 

１．留意事項 

 

(1)入札締め切り後、入札と同場所において直ちに開札します。 

(2)落札者は、次の方法により決定します。 

①有効な入札を行った者のうち、入札書に記入された金額が、八尾市が定めた最低

売却価格以上で、かつ、最高の価格をもって入札した者 

②上記①に該当する者が２人以上いるときは、入札後直ちに行うくじ引きにより決

定します。この場合、入札者はくじ引きを辞退できません。 

(3)入札の公平性・透明性確保のため、落札内容（落札者の氏名（法人の場合）・落札金

額）をホームページ等で公表しますので、参加者はこのことを了承の上で入札に参加

してください。 

 

７ 契 約 の 説 明 

 

１．契約の説明 

 

(1)落札者の決定後すぐに、落札者に契約手続の説明を行います。 

(2)契約の説明には、落札者本人又は代理人が必ず参加してください。売買代金の支

払方法（一括または分割）と契約締結日を決定します。 
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８ 契 約 の 締 結 

 

１．契約の締結 

 

(1)売買契約の締結は、令和 3 年 2 月 12 日（金）から令和 3 年 3 月 8 日（月）までの

間に申込先にて行います。（日曜日・土曜日・祝日を除く。） 

   ※落札者名義で売買契約を締結することになります。 

   ※共有名義で参加した場合は、共有者全員の名義での締結となります。 

(2)落札者は、契約締結時に売買代金を一括または分割により納付してください。 

(3)落札者は、落札物件の所有権移転登記前に、その物件に係る一切の権利義務を第

三者に譲渡することはできません。 

(4)契約に要する費用（印紙税等）、所有権移転に要する費用（登録免許税等）は、落

札者の負担とします。 

(5)契約の締結の際には、実印が必要です。また、契約に伴う印紙税額及び登録免許

税額についても併せてご持参ください。 

(6)落札物件の所有権移転は、売買代金の全額が支払われた時となります。 

※落札した場合でも、売買契約締結までに入札参加資格を失った場合は、契約を締

結できないことがあります。これにより落札者に損害が生じても、八尾市はその

責任を負いませんので、ご注意ください。また、入札保証金は還付しませんので

ご注意ください。 

 

 

９ 売買代金の支払方法 

 

１．売買代金の支払方法 

 

(1)売買代金の支払方法は、「一括納付」と「分割納付」の２通りがあります。いずれ

の方法によるかは、落札後速やかにお申し出ください。 

 

【一括納付】 

・入札時に納付していただいた入札保証金は、売買代金に充当しますので、売買

契約締結時には、売買代金から入札保証金を引いた差額を、八尾市が発行する

納入通知書により納入していただくことになります。 

【分割納付】 

・売買契約締結時には、売買代金の 100 分の 10 以上の契約保証金が必要になりま

す。ただし既納の入札保証金は契約保証金に充当しますので、契約保証金から

入札保証金を引いた差額を、八尾市が発行する納入通知書により納入していた

だくことになります。 

・残額（売買代金から契約保証金を引いた差額）は契約締結後 60 日以内に八尾市
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が発行する納入通知書により納入していただきます。なお、期限までに残額を

納入できない場合は、売買契約を解除します。また、既納の契約保証金は還付

できませんので、ご注意ください。 

 

 

１０ 所有権の移転及び土地の引き渡し 

 

１．所有権の移転及び土地の引き渡し 

 

(1)売買代金を完納した時に所有権を移転し、現状有姿で土地を引き渡すものとしま

す。 

(2)所有権移転登記は、八尾市が行います。 

(3)所有権移転登記に要する費用（登録免許税等）は、すべて落札者の負担となりま

す。 

 

（参考） 

 登録免許税額   不動産の価額×１０００分の１５ 

 

 不動産の価額は固定資産税評価額（入札物件の近傍の固定資産税評価額）です。 

 

 

 

１１ 用 途 の 禁 止 

 

１．用途の禁止 

 

(1)落札物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律

第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連

特殊営業その他これらに類する業の用途に供することはできません。 

(2)落札物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第２号に規定する暴力団の事務所その他これに類する用途に供するこ

とはできません。 

(3)上記について、落札物件の所有権を第三者に移転し、または権利を設定する場合

には、用途の禁止を書面により承継させなければなりません。 
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１２ その他の注意事項 

 

１．その他の注意事項 

 

(1)落札者への売買物件の引渡しは、売買代金を完納した日をもって、既存工作物、

地下埋設物その他存置物すべてを現状有姿【あるがままのかたち】で引き渡します

ので、必ず事前に現地を確認してください。(物件調書に記載以外の既存工作物、

地下埋設物その他存置物があった場合でも、現状を優先します。)  

   なお、売買物件を利用するにあたり、それらの除却や改修、地盤改良が必要であ

る時はすべて落札者の負担において行っていただきます。また、売買物件の周辺環

境についても事前に確認してください。 

(2)落札者は、売買契約締結後、売買物件に種類、品質又は数量に関して契約の内容

に適合しないことを理由として、履行の追完の請求、売買代金の減額の請求、損害

賠償の請求及び契約の解除をすることはできません。 

(3)売買契約締結日から売買物件の引渡しまでの間に、八尾市の責めに帰すことので

きない事由により売買物件が滅失し、又は損傷した場合は、その損失は落札者の負

担となります。 

(4)所有権移転後の売買物件に対する公租公課は、落札者の負担となります。 

(5)建物を建築するにあたっては、建築基準法等関係法令により指導がなされる場合

がありますので、事前に関係機関にご確認ください。 

(6)落札者が、売買契約に定める義務を履行しないために、八尾市に損害を与えたと

きは、その損害を賠償しなければなりません。 

(7)購入資金の手当等については、お早めに金融機関等にご相談ください。 
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市 有 財 産 売 買 契 約 書 

 

 土地の売買について、八尾市（以下「甲」という。）と      （以下「乙」とい

う。）は、令和２年度市有地売払（一般競争入札）実施要項（以下「実施要項」という。）

に基づき、次のとおり契約を締結する。 

 

※買受人「乙」が共同入札による落札者である場合は、上文末尾に次の一文を追記する。 

「なお、乙の各々は本件にかかる債務を連帯して負い、かつ、記載順位第一位の者が、甲への債務の

一切を代表する。」 

 

（信義・誠実の義務） 

第１条 甲・乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

 

（売買物件） 

第２条 売買物件は、次のとおりとする。 

物  件  の  所  在 地  番 地  目 地 積（㎡） 

八尾市○○町○丁目 ○○ ○○ ○○ 

 

（売買代金） 

第３条 売買代金は、金○○，○○○，○○○円とする。 

 

（売買代金の納付期日及び納付方法） 

第４条 乙は、前条に定める売買代金を、本契約の締結時に、甲の発行する納入通知書に

より、甲が指定するところに納付しなければならない。 

 

（所有権の移転） 

第５条 売買物件の所有権は、乙が第３条の売買代金を完納したときに、甲から乙に移転

するものとする。 

 

（売買物件の引渡し） 

第６条 売買物件は、前条の規定により所有権が移転したときに、乙に対し現状のまま引

渡しがあったものとする。 

     

印 紙 見本(一括) 
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（所有権の移転登記及びその費用） 

第７条 乙は、第５条の規定により売買物件の所有権が移転した後、所有権の移転登記

を請求するものとし、甲はこの請求により遅滞なく所有権移転登記を嘱託するものと

する。この場合において、所有権移転登記に要する費用は、乙の負担とする。 

 

（危険負担） 

第８条 本契約締結後、売買物件の引渡しまでの間に、甲の責めに帰すことのできない事

由により売買物件が滅失し、又は損傷した場合は、その損失は乙の負担とする。 

 

（公租公課等の負担区分） 

第９条 所有権移転登記完了後における売買物件の公租公課、その他いっさいの賦課金

は、乙が負担しなければならない。 

 

（契約不適合責任） 

第１０条 乙は、本契約締結後、当該物件に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適

合しないことを理由として、履行の追完の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請

求及び契約の解除をすることができない。 

 

（用途禁止等）   

第１１条 乙は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２

３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗

関連特殊営業その他これらに類する用途に供してはならない。 

２ 乙は、売買物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に規定する暴力団、その他の反社会的団体、及びそれらの構成員

がその活動のために利用する等の公序良俗に反する用途に供してはならない。 

３ 乙は、この売買物件について第三者に所有権を移転し、又は権利を設定する場合に

は、前２項の用途の禁止を書面によって承継させなければならない。 

 

（用途禁止に関する実地調査等） 

第１２条 甲は、前条に規定する乙の遵守事項について必要があると認めるときは、売買

物件について実地調査を行い、乙に対して所要の報告を求めることができる。この場合

において、乙は正当な理由なくして実地調査を拒み、妨げ、又は甲への報告を怠っては

ならない。 
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（契約の解除） 

第１３条 甲は、乙が次のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することが出来

る。 

（１）乙が、この契約に定める義務を履行しないとき。 

（２）乙が、八尾市暴力団排除条例（平成２５年八尾市条例第２０号）第２条第２号及

び第３号の規定に該当する者と認められるとき。 

 

（返還金） 

第１４条 甲は、前条の規定により本契約を解除したときは、乙が支払った売買代金を返

還するものとする。ただし、返還金には利子を付さないものとする。 

 

（違約金） 

第１５条 乙は、次の各号に定める事由が生じたときは、甲の請求によりそれぞれ各号に

定める金額を違約金として支払わなければならない。 

（１）第１２条の規定に違反したとき。 

   金＊＊，＊＊＊，＊＊＊（売買代金の１０／１００）円 

（２）第１１条の規定に違反し、又は第１３条各号に該当したとき。 

   金＊＊，＊＊＊，＊＊＊（売買代金の３０／１００）円 

２ 前項に定める違約金は、損害賠償の予定とは解釈しない。 

 

（原状回復義務） 

第１６条 乙は、甲が契約を解除したときは、甲の指定する期日までに売買物件を原状に

回復して、甲に返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状に回復させるこ

とが適当でないと認めたときは、この限りでない。 

２ 乙は、前項の規定により売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、

売買物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。 

 

（使用料相当損害金） 

第１７条 乙は、甲が契約を解除したときは、次の各号に定める使用料相当額を損害金と

して甲に支払わなければならない。 

（１）第６条の規定により売買物件の引渡しを受けた日から、甲が本契約の解除を通知

した日までの間の使用料相当額 

（２）甲が本契約の解除を通知した日の翌日から、前条第１項に定める義務を完全に履

行して売買物件を甲に返還する日までの間の使用料相当額 

２ 前項の使用料相当額は、第３条に定める売買代金に年率３．６パーセントを乗じて算
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出した額とする。 

 

（損害賠償金） 

第１８条 乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損

害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。 

 

（返還金の控除） 

第１９条 甲は、第１４条の規定により売買代金を返還する場合においては、次の各号の

合計額を返還金から控除して返還する。なお、控除できない金額がある場合は、乙は甲

に対して別途これを支払わなければならない。 

（１）第１５条第１項に定める違約金 

（２）第１７条に定める使用料相当損害金 

（３）前条に定める損害賠償金 

 

（有益費等の請求権の放棄） 

第２０条 乙は、第１３条の規定により本契約が解除された場合において、売買物件に投

じた改良費等の有益費及びその他の費用があっても、これを甲に請求することができな

いものとする。 

 

（相隣関係等への配慮） 

第２１条 乙は、売買物件の使用に当たっては、十分な注意をもって土地を管理し、近隣

住民その他第三者との紛争が生じないよう留意しなければならない。 

 

（契約の費用） 

第２２条 本契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 

 

（管轄裁判所） 

第２３条 本契約から生ずるいっさいの法律関係に基づく訴えについては、甲の所在地を

管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とする。 

 

（疑義の決定） 

第２４条 本契約の条項の解釈について疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項

については、甲・乙協議のうえ決定するものとする。 
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 上記の契約を証するため、本契約書２通を作成し、甲・乙それぞれ記名押印のうえ、各

自１通を保有するものとする。 

 

令和○○年○○月○○日 

 

甲   八尾市本町一丁目１番１号 

    八尾市 

    代表者 市長 山 本 桂 右 

 

乙 
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市 有 財 産 売 買 契 約 書  

 

 土地の売買について、八尾市（以下「甲」という。）と      （以下「乙」とい

う。）は、令和２年度市有地売払（一般競争入札）実施要項（以下「実施要項」という。）

に基づき、次のとおり契約を締結する。 

 

※買受人「乙」が共同入札による落札者である場合は、上文末尾に次の一文を追記する。 

「なお、乙の各々は本件にかかる債務を連帯して負い、かつ、記載順位第一位の者が、甲への債務の

一切を代表する。」 

 

（信義・誠実の義務） 

第１条 甲・乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。 

 

（売買物件） 

第２条 売買物件は、次のとおりとする。 

物  件  の  所  在 地  番 地  目 地 積（㎡） 

八尾市○○町○丁目 ○○ ○○ ○○ 

 

（売買代金） 

第３条 売買代金は、金 ○○，○○○，○○○円とする 

 

（契約保証金） 

第４条 乙は、本契約締結と同時に、契約保証金として金 （売買代金の１０／１００以

上）円を甲の発行する納入通知書により、甲に納付しなければならない。 

２ 前項の契約保証金には、利子を付さないものとする。 

３ 第１項の契約保証金は、前条の売買代金に充てるものとする。 

４ 甲は、乙が次条に定める義務を履行しないときは、第１項の契約保証金は甲に帰属す

る。 

 

（売買代金の納付期日及び納付方法） 

第５条 乙は、令和○○年○○月○○日までに、売買代金から乙が既に支払った契約保証

金を除く金額を、甲の発行する納入通知書により、甲が指定するところに納付しなけれ

ばならない。 

 

     

印 紙 
見本(分割) 
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（所有権の移転） 

第６条 売買物件の所有権は、乙が前条の規定により売買代金を完納したときに甲から乙

に移転するものとする。 

 

（売買物件の引渡し） 

第７条 売買物件は、前条の規定により所有権が移転したときに、乙に対し現状のまま引

渡しがあったものとする。 

 

（所有権の移転登記及びその費用） 

第８条 乙は、第６条の規定により売買物件の所有権が移転した後、所有権の移転登記

を請求するものとし、甲はこの請求により遅滞なく所有権移転登記を嘱託するものと

する。この場合において、所有権移転登記に要する費用は、乙の負担とする。 

 

（危険負担） 

第９条 本契約締結後、売買物件の引渡しまでの間に、甲の責めに帰すことのできない事

由により売買物件が滅失し、又は損傷した場合は、その損失は乙の負担とする。 

 

（公租公課等の負担区分） 

第１０条 所有権移転登記完了後における売買物件の公租公課、その他いっさいの賦課金

は乙が負担しなければならない。 

 

（契約不適合責任） 

第１１条 乙は、本契約締結後、当該物件に種類、品質又は数量に関して契約の内容に適

合しないことを理由として、履行の追完の請求、売買代金の減額の請求、損害賠償の請

求及び契約の解除をすることができない。 

 

（用途禁止等）   

第１２条 乙は、売買物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２

３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗

関連特殊営業その他これらに類する用途に供してはならない。 

２ 乙は、売買物件を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第

７７号）第２条第２号に規定する暴力団、その他の反社会的団体、及びそれらの構成員

がその活動のために利用する等の公序良俗に反する用途に供してはならない。 

３ 乙は、この売買物件について第三者に所有権を移転し、又は権利を設定する場合に

は、前２項の用途の禁止を書面によって承継させなければならない。 
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（用途禁止に関する実地調査等） 

第１３条 甲は、前条に規定する乙の遵守事項について必要があると認めるときは、売買

物件について実地調査を行い、乙に対して所要の報告を求めることができる。この場合

において、乙は正当な理由なくして実地調査を拒み、妨げ、又は甲への報告を怠っては

ならない。 

 

（契約の解除） 

第１４条 甲は、乙が次のいずれかに該当する場合は、この契約を解除することが出来

る。 

（１）乙が、この契約に定める義務を履行しないとき。 

（２）乙が、八尾市暴力団排除条例（平成２５年八尾市条例第２０号）第２条第２号及

び第３号の規定に該当する者と認められるとき。 

 

（返還金） 

第１５条 甲は、前条の規定により本契約を解除したときは、乙が支払った売買代金を返

還するものとする。ただし、返還金には利子を付さないものとする。 

 

（違約金） 

第１６条 乙は、次の各号に定める事由が生じたときは、甲の請求によりそれぞれ各号に

定める金額を違約金として支払わなければならない。 

（１）第１３条の規定に違反したとき。 

   金＊＊，＊＊＊，＊＊＊（売買代金の１０／１００）円 

（２）第１２条の規定に違反し、又は第１４条に該当したとき。 

   金＊＊，＊＊＊，＊＊＊（売買代金の３０／１００）円 

２ 前項に定める違約金は、損害賠償の予定とは解釈しない。 

 

（原状回復義務） 

第１７条 乙は、前条の規定により本契約が解除されたときは、甲の指定する期日までに

売買物件を原状に回復して甲に返還しなければならない。ただし、甲が売買物件を原状

に回復させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。 

２ 乙は、前項の規定により売買物件を甲に返還するときは、甲の指定する期日までに、

売買物件の所有権移転登記の承諾書を甲に提出しなければならない。 
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（使用料相当損害金） 

第１８条 乙は、甲が契約を解除したときは、次の各号に定める使用料相当額を損害金と

して甲に支払わなければならない。 

（１）第７条の規定により売買物件の引渡しを受けた日から、甲が本契約の解除を通知

した日までの間の使用料相当額 

（２）甲が本契約の解除を通知した日の翌日から、前条第１項に定める義務を完全に履

行して売買物件を甲に返還する日までの間の使用料相当額 

２ 前項の使用料相当額は、第３条に定める売買代金に年率３．６パーセントを乗じて算

出した額とする。 

 

（損害賠償金） 

第１９条 乙は、本契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損

害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。 

 

（返還金の控除） 

第２０条 甲は、第１５条の規定により売買代金を返還する場合においては、次の各号の

合計額を返還金から控除して返還する。なお、控除できない金額がある場合は、乙は甲

に対して別途これを支払わなければならない。 

（１）第１６条第１項に定める違約金 

（２）第１８条に定める使用料相当損害金 

（３）前条に定める損害賠償金 

 

（有益費等の請求権の放棄） 

第２１条 乙は、第１４条の規定により本契約が解除された場合において、売買物件に投

じた改良費等の有益費及びその他の費用があっても、これを甲に請求することができな

いものとする。 

 

（相隣関係等への配慮） 

第２２条 乙は、売買物件の使用に当たっては、十分な注意をもって土地を管理し、近隣

住民その他第三者との紛争が生じないよう留意しなければならない。 

 

（契約の費用） 

第２３条 本契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 
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（管轄裁判所） 

第２４条 本契約から生ずるいっさいの法律関係に基づく訴えについては、甲の所在地を

管轄する地方裁判所をもって管轄裁判所とする。 

 

（疑義の決定） 

第２５条 本契約の条項の解釈について疑義が生じたとき、又は本契約に定めのない事項

については、甲・乙協議のうえ決定するものとする。 

 

 上記の契約を証するため、本契約書２通を作成し、甲・乙それぞれ記名押印のうえ、各

自１通を保有するものとする。 

 

令和○○年○○月○○日 

 

甲   八尾市本町一丁目１番１号 

    八尾市 

    代表者 市長 山 本 桂 右 

 

乙 
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物 件 調 書 
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物件番号１ 物件調書 

所 在 地 八尾市安中町九丁目１２８番１、１２８番１０ 

面 積 

登 記 面 積 １，４９９.７９㎡（約 454 坪） 登 記 地 目 宅 地 

実 測 面 積 １，４９９.７９㎡（約 454 坪） 土 地 の 現 況 更 地 

最 低 売 却

価 格 
８９，６９０，０００円 （約５９，８０２円／㎡ 、約１９７，６９２円／坪） 

  法 令 等 

   

  に よ る 

   

  制 限 

   

  私 道 負 

   

  担 等 

都 市 計 画 法 等 

区       域 市街化区域 

用 途 地 域 第１種住居地域 

その他の制限 準防火地域 

建 ぺ い 率 ６０％ 容 積 率 ２００％ 

接面道路の状況 
南側 市道 幅員約４．７ｍ 

西側 市道 幅員約４．７ｍ 

私 道 負 担 なし 

そ の 他 なし 

  供 給 処 

   

  理 施 設 

   

  の 状 況 

項  目 
利用可能 

な施設 

接面道路 

の配管 
備 考 照 会 先 

上 水 道 市 水 道 有 

「八尾市水道事業給水条例」に規定する加入

金の納付と給水装置の新設に係る工事費の負

担が必要となります。 

八尾市水道局 

 施設整備課給水係 

TEL 072-923-6308 

電 気 関西電力㈱ ― ― 

関西電力㈱ 

 東大阪配電営業所 

TEL 06-6787-5011 

ガ ス 都 市 ガ ス 有 
接面道路からの引き込み工事費の負担が必要

となります。 

大阪ガス㈱ 

 東部事務所 

TEL 0120-5-94817 

下 水 道 公共下水道 有 

汚水桝は未設置。 

本区域は分流区域です。 

雨水貯留については、協議が必要となります。 

八尾市都市整備部 

 下水道管理課管理係 

TEL 072-924-3861 

受益者負担金が必要となります。なお建築用

途により、接続納付金の対象となる場合があ

ります。 

八尾市都市整備部 

 下水道経営企画課業務係 

TEL 072-924-8546 

交 通 
 

機 関 
ＪＲ関西本線「八尾」駅より徒歩約８分、約６００ｍ 

校 区 高美南小学校、高美中学校 

備 考 

・土壌汚染対策法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に規定される調査契機に該当しないため、土壌汚

染状況調査は実施しておりません。 

・周辺ブロック塀、フェンス等、現況有姿での引渡しとなります。 

・供給処理施設については各事業者にお問い合わせください。 

・前面道路幅員による容積率の制限、また建築用途によっては道路後退が必要になりますので、八尾市建築部

審査指導課と協議お願いします。 

・南側市道境界街渠は、落札者負担で整備が必要ですので、八尾市都市整備部土木管財課と協議をお願いしま

す。 

・分流区域の為、雨水及び汚水排水計画が必要です。 

雨水排水計画については、八尾市都市整備部土木管財課、汚水排水計画については、八尾市都市整備部下水

道管理課と協議をお願いします。 
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物件番号 １  

八尾市安中町九丁目１２８番１、１２８番１０ 

案 内 図 

 

 

明 細 図 

 

  

安中町五丁目 

安中第２公園 

安中町九丁目 

安中町八丁目 

相生町一丁目 

77.24m 

79.73m 

2.85m 

2.69m 

13.44m 

24.89m

12.99m 

○Ｋ  

○Ｃ  

○Ｋ  

○Ｂ

○Ｋ  

凡 例 

○Ｋ  金  属  標 

○Ｂ  鋲 

○Ｃ  コンクリート杭 

 

１２８番１ 

１２８番１０ 

○Ｋ  
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物件番号２ 物件調書 

所 在 地 八尾市南久宝寺二丁目１８番１、２１番１ 

面 積 

登  記  面  積 １，２８５．７６㎡（約 389 坪） 登 記 地 目 雑種地 

実 測 面 積 １，２８５．７６㎡（約 389 坪） 土 地 の 現 況 更 地 

最 低 売 却

価 格 
１５８，８００，０００円 （約１２３，５０７円／㎡ 、約４０８，２８７円／坪） 

  法 令 等 

   

  に よ る 

   

  制 限 

   

  私 道 負 

   

  担 等 

都 市 計 画 法 等 

区       域 市街化区域 

用 途 地 域 準工業地域 

その他の制限 準防火地域、南久宝寺地区地区計画区域 

建 ぺ い 率 ６０％ 容 積 率 ２００％ 

接面道路の状況 

東側  市道 幅員約６．０ｍ 

南側  市道 幅員約４．７ｍ 

南西側 市道 幅員約５．０ｍ 

北西側 里道 幅員約１．２ｍ 

私 道 負 担 なし 

そ の 他 なし 

  供 給 処 

   

  理 施 設 

   

  の 状 況 

項  目 
利用可能 

な施設 

接面道路 

の配管 
備 考 照 会 先 

上 水 道 市 水 道 有 

「八尾市水道事業給水条例」に規定する加入

金の納付と南側接面道路からの給水装置の新

設に係る工事費の負担が必要となります。 

八尾市水道局 

 施設整備課給水係 

TEL 072-923-6308 

電 気 関西電力㈱ ― ― 

関西電力㈱ 

 東大阪配電営業所 

TEL 06-6787-5011 

ガ ス 都 市 ガ ス 有 
南側接面道路からの引き込み工事費の負担が

必要となります。 

大阪ガス㈱ 

 東部事務所 

TEL 0120-5-94817 

下 水 道 公共下水道 有 

汚水桝は宅地内に未設置。 

本区域については合流区域です。 

八尾市都市整備部 

 下水道管理課管理係 

TEL 072-924-3861 

受益者負担金が必要となります。又、建築用途

により接続納付金の対象となる場合がありま

す。 

八尾市都市整備部 

 下水道経営企画課業務係 

TEL 072-924-8546 

交 通 
 

機 関 
ＪＲ関西本線「久宝寺」駅より徒歩約９分、約７００ｍ 

校 区 久宝寺小学校、久宝寺中学校 

備 考 

・埋蔵文化財包蔵地（久宝寺遺跡）です。 

・土壌汚染対策法及び大阪府生活環境の保全等に関する条例に規定される調査契機に該当しないため、土壌汚

染状況調査は実施しておりません。 

・周辺フェンス等、現況有姿での引き渡しとなります。 

・供給処理施設については各事業者にお問い合わせください。 

・北西にある公共下水道人孔の一部が敷地に越境しています。八尾市都市整備部下水道管理課と協議をお願い

します。 

・東側市道とは 7.70m のみ接道しています。 
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物件番号 2  

八尾市南久宝寺二丁目１８番１、２１番１ 

案 内 図 

 

 

明 細 図 

 

 

 

 

凡 例 

○Ｋ  金  属  標 

○Ｃ  コンクリート杭 

○Ｐ  プラスチック杭 

 

25.00m 

25.84m 

3.31m 10.04m 

7.70m 

27.67m 

○Ｋ  

○Ｃ

○Ｋ  

○Ｐ  

○Ｋ  

１８番１ 

２１番１ 

15.01m 

10.75m 8.41m 

23.14m 

5.35m 

17.04m 

3.87m 

10.28m 

○Ｃ  

○Ｃ  

○Ｃ  

○Ｃ  

○Ｃ  

○Ｋ  

○Ｋ

○Ｋ  

南久宝寺二丁目 

南久宝寺一丁目 

渋川町六丁目 

南久宝寺 
二丁目公園 
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物 件 
 

番 号 
 

受 付 
 

番 号 
 

一般競争入札参加申込書 兼 誓約書 
 

 八尾市が実施する下記の市有地売払一般競争入札に参加したいので、 

令和 2 年度市有地売払（一般競争入札)実施要項等を承知のうえ、必要 

書類を添えて一般競争入札に参加申込みします。また、申込みにあたり、 

下記事項を誓約します。 

 

１ 令和 2 年度市有地売払（一般競争入札）実施要項における「申込資格」に掲げる要件全てに該当します。 

２ 申請資格等の確認のため、八尾市が八尾警察署等の関係機関に照会することについて承諾します。なお、これ

らにおいて事実と相違することが判明した場合には、当該事実に関して貴市が行う一切の措置について異議申立て

を行いません。  

３ 令和 2 年度市有地売払（一般競争入札）実施要項、現地の状況及び上記事項をすべて承知のうえ参加します。 

 

（あて先）八尾市長 

         〒 

     申込者 住所 (所在地) 

          

         氏 名
ふりがな

(法人名及び代表者名) 

          

         電話番号 

 

  （共有名義の場合） 

     共有者 住所 (所在地) 

          

         氏 名
ふりがな

(法人名及び代表者名) 

          

          

 

物件番号 入札参加を希望する物件の所在地  入 札 日 時 

 八尾市 
 

令和３年２月５日（金） 

午前○○時○○分から 

＊ 使用する印鑑について 

[個 人] 本人の実印（入札書の入札者の印鑑と同一のもの） 

[法 人] 法人の代表者印 

[共有者] 共有者の実印（印鑑登録印） 

＊ 共有名義で申込む場合 

・申込者の欄には、共有者を代表して入札手続（入札保証金の納付、入札書の記入等）を行なう方の 

 住所・氏名・電話番号を記入してください。 

・共有者の欄には、申込者を除く他の共有者の方の住所・氏名を記入してください。  

受付印 

見本 

印 

(印鑑登録印) 

印 

(印鑑登録印) 
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令和  年  月  日 

 

（あて先）八尾市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

誓  約  書 

(八尾市暴力団排除条例) 

 

 

私は、八尾市が八尾市暴力団排除条例に基づき、市有地売払（一般競争入札）から、暴力団を利す

ることとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約等から排除していることを承

知した上で、次に掲げる事項を誓約します。 

 

１ 私は、次の市有地売払（一般競争入札）に際して、暴力団員又は八尾市暴力団排除条

例施行規則第３条各号に掲げる者のいずれにも該当しません。 

 

（物件の表示） 

八尾市○○町○丁目○○ 

 

 

２ 私は、八尾市暴力団排除条例施行規則第３条各号に掲げる者の該当の有無を確認する

ため、八尾市から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。 

 

３ 私は、本誓約書及び役員名簿等が八尾市から大阪府警察本部に提供されることに同意

します。 

 

４ 私が本誓約書１に該当する者であると八尾市が大阪府警察本部から通報を受け、又は

八尾市の調査により判明した場合は、八尾市が八尾市暴力団排除条例及び八尾市契約関

係暴力団排除措置要綱に基づき、八尾市ホームページ等において、その旨を公表するこ

とに同意します。 

 

 

 

＊ 共有名義で申込む場合 

・全員分の誓約書を提出してください。 

 

 

フ リ ガ ナ 

商号又は名称 

フ リ ガ ナ 

 

生 年 月 日     年  月  日生 

 

電話番号 

印 

(印鑑登録印) 

見本 
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令和  年  月  日 

 

（あて先）八尾市長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同  意  書 

 

 

 私(当社)は、市有地売払（一般競争入札）の申込みにあたり市税(固定資産税、都市計

画税、法人市民税、償却資産税、軽自動車税、特徴市民税、個人市民税等)の納付状況に

ついて、八尾市財政部財産活用課長が調査することに同意します。 

 

 

 

 

＊ 共有名義で申込む場合 

・全員分の同意書を提出してください。 

 

 

  

見本 

 

フ リ ガ ナ 

商号又は名称 

フ リ ガ ナ 

 

生 年 月 日     年  月  日生 

 

電話番号 

印 

(印鑑登録印) 
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物 件 
 

番 号 
 

受 付 
 

番 号 
 

 

 

一般競争入札参加資格証 

 

 

 

         〒 

     申込者 住所 (所在地) 

          

         氏 名
ふりがな

(法人名及び代表者名) 

          

         電話番号 

 

  （共有名義の場合） 

     共有者 住所 (所在地) 

          

         氏 名
ふりがな

(法人名及び代表者名) 

          

          

 

 

 

物件番号 入札参加を希望する物件の所在地  入 札 日 時 

 八尾市 
 

令和３年２月５日（金） 

午前○○時○○分から 

 

 

 

＊ 使用する印鑑について 

[個 人] 本人の実印（入札書の入札者の印鑑と同一のもの） 

[法 人] 法人の代表者印 

[共有者] 共有者の実印（印鑑登録印） 

 

※受付印 

（注意） 

この参加資格証は、 

入札当日に必ず持 

参してください。 
見本 

印 

(印鑑登録印) 

印 

(印鑑登録印) 
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※委任状は、入札参加申込み時にお渡しします。 

物 件 
 

番 号 
 

受 付 
 

番 号 
 

(注)委任状は入札当日にご持参ください。 

 

委  任  状 

 

令和  年  月  日 

（あて先）八尾市長 

 

 私は、令和 2 年度市有地売払（一般競争入札）に参加するに当たり、下記のとおり代理

人に権限を委任します。 

記 

 

１ 委任する権限 

  令和 2 年度市有地売払（一般競争入札）物件番号     番に関する一切の権限 

 

２ 代理人 

 

  〒 

  住所 (所在地) 

   

  氏 名
ふりがな

(法人名及び代表者名) 

   

  電話番号 

 

  申込者 

 

  〒 

  住所 (所在地) 

   

  氏 名
ふりがな

(法人名及び代表者名) 

   

  電話番号 

 

 

（注）  １ 委任状は、入札当日に、入札しようとする物件ごとに提出してください。 

     ２ 「代理人使用印」の枠内に、代理人が使用する印鑑を押印してください。 

       代理人は、入札において必ずその印鑑を使用しなければなりません。 

代理人使用印 

 

見本 

印 

(印鑑登録印) 
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※入札保証金納付書兼還付請求書は、入札参加申込み時にお渡しします。 

物 件 
 

番 号 
 

受 付 
 

番 号 
 

(注)入札保証金納付書兼還付請求書は入札当日にご持参ください。 

入札保証金納付書 兼 還付請求書 

令和  年  月  日 

（あて先）八尾市長 

         〒 

     入札者 住所 (所在地) 

          

         氏 名
ふりがな

(法人名及び代表者名) 

          

 

         〒 

     代理人 住所 (所在地) 

          

         氏 名
ふりがな

(法人名及び代表者名) 

          

          

 

 

（物件番号    番）の入札保証金を、次の通り納付します。 

 

記 

保証金額（保証小切手） \○○○，○○○ 

明 

細 

発 行 金 融 機 関 記 号 番 号 額   面 発 行 年 月 日 

○○銀行・○○支店 Ａ0000000 \○○○，○○○ 令和 年  月  日 

    

（注）１．入札しようとする物件ごとに提出してください。 

   ２．入札当日の受付までに、必ず必要事項を記入のうえ押印しておいてください。ただし下記のア、ウ、エの欄は受

付時以降に押印していただきます。 

   ３．代理人が入札する場合、入札者の住所・氏名（印は不要）を記入のうえ、代理人の住所・氏名を記入し、委任状

の代理人使用印を押印してください。 

ア．上記の入札保証金を領収してください。               印 

イ．上記の入札保証金を保管しました（八尾市）。             印 

ウ．上記の入札保証金を本書と引換えに還付してください。        印 

エ．上記の入札保証金を受け取りました。    氏名          印 

 

見本 

印 

(印鑑登録印) 

印 

(代理人使用印) 
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※入札書は、入札参加申込み時にお渡しします。 

物 件 
 

番 号 
 

受 付 
 

番 号 
 

(注)入札書は入札当日にご持参ください。 

入  札  書 
・金額はアラビア数字１・２・３・・・とすること。 

・訂正印のない金額の訂正は無効とします。 

・最初の数字の前に￥を入れること。 

金額 

拾 

億 
億 

千 

万 

百 

万 

拾 

万 
万 千 百 拾 円 

 

 

, 

   

 

, 

   

 

, 

   

 

但し、物件番号    番の一般競争入札価格 

 

 上記のとおり、令和 2 年度市有地売払（一般競争入札）実施要項の内容を承知のうえ 

入札します。 

令和  年  月  日 

（あて先）八尾市長 

         〒 

     入札者 住所 (所在地) 

          

         氏 名
ふりがな

(法人名及び代表者名) 

          

         電話番号 

 

         〒 

     代理人 住所 (所在地) 

          

         氏 名
ふりがな

(法人名及び代表者名) 

          

          

 

（注）  １ 黒又は青の万年筆又はボールペンにより記入してください。 

     ２ 入札者の印鑑は、一般競争入札参加申込書兼誓約書の申込者印と必ず同一のものを使用してください。 

     ３ 代理人が入札する場合、入札者の住所、氏名(印は不要)、電話番号を記入のうえ、代理人の住所、氏名を記入し、 

       委任状の代理人使用印を押印してください。 

     ４ ※印の欄は記入しないでください。 

 

※ 

係員 

認印 

 

 

 

見本 

印 

(印鑑登録印) 

印 

(代理人使用印) 



 

【お問い合わせ先】 

八尾市本町一丁目１番１号 八尾市役所西館４階 

 八尾市財政部財産活用課 TEL 072-924-3831（直通） 

（日曜日・土曜日・祝日・令和 2 年 12 月 29 日～令和 3 年 1 月 3 日を除く。） 

 

 

【入札会場】 

 

令和 3 年 2 月 5 日（金） 

八尾市本町一丁目１番１号 八尾市役所西館４階 和室 1・和室 2 

 

 

 

 
八尾市役所案内図 

 

  

 
 


